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障害保健福祉部 障害福祉課

医療的ケア児の成人期への移行にも対応した医療的ケア体制の充実について



令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

 令和６年度障害福祉サービス等報酬改定の改定率：＋1.12％（改定率の外枠で処遇改善加算の一本化の効果等があり、それ
を合わせれば改定率＋1.5％を上回る水準）

 今般新たに追加措置する処遇改善分を活用し、障害福祉の現場で働く方々にとって、令和６年度に2.5%、令和７年度に
2.0%のベースアップへと確実につながるよう、配分方法の工夫を行う。

 ２月６日に報酬改定案のとりまとめ、パブコメを実施した上で、３月に報酬告示の改正、関係通知の発出。原則として令和
６年４月１日に施行。

 障害福祉分野の人材確保のため、介護並びの処遇改善を行うとともに、障害者が希望する地域生活の実現に向けて、介護との収支
差率の違いも勘案しつつ、新規参入が増加する中でのサービスの質の確保・向上を図る観点から、経営実態を踏まえたサービスの
質等に応じたメリハリのある報酬設定を行う。

○ 障害者が希望する地域生活の実現
・ 地域生活支援拠点等において、情報連携等を担うコーディネーターの配 
置を評価する加算を創設
・ 障害者支援施設から地域へ移行した者がいる場合に、入所定員を減ら
した場合を評価するための加算を創設
・ 支援の質の高い相談支援事業所の整備を推進するため、機能強化型
の基本報酬を充実 等

○ 多様なニーズに応える専門性・体制の評価
・ 強度行動障害を有する児者を支援する「中核的人材」の配置や「集中
的支援」について評価（生活介護・施設・グループホーム等）
・ 医療的ケア児の成人期への移行にも対応した医療的ケア体制の充実
（生活介護・施設・短期入所等）
・ 児童発達支援センターの機能強化、児童発達支援・放課後等デイ
サービスの総合的な支援の推進。支援ニーズの高い児や家族への支援
の評価充実、インクルージョンの推進 等

○ 支援時間・内容を勘案したきめ細かい評価
・ 生活介護の基本報酬設定にサービス提供時間に応じた評価の導入。なお、
サービス提供時間については、個別支援計画に定めた個々の支援時間での
算定を基本とするなど一定の配慮を設ける
・ グループホーム、児童発達支援・放課後等デイサービスにおいても、サービス
提供時間に応じた評価を導入
・ 就労継続支援A型における生産活動収支や、就労継続支援B型における
平均工賃月額に応じた評価
・ 通所系サービスにおける食事提供加算について栄養面を評価しつつ経過
措置を延長
・ 障害者虐待防止措置や身体拘束の適正化等、必要な基準を満たしてい
ない場合の減算の導入・見直し（全サービス共通） 等

○ その他
・ 重度化・高齢化を踏まえた居宅介護・重度訪問介護の国庫負担基準の
見直し
・ 物価高騰を踏まえた施設における補足給付の基準費用額（食費・光熱
水費）を見直し 等 1



医療的ケア児の成人期への移行にも対応した医療的ケアの体制の充実等
サービス名 項目 改定概要

生活介護 常勤看護職員等加配加算の見直し 医療的ケア児の成人期への移行にも対応した体制を整備するため、常勤看護職員等配置加算に
ついて、看護職員の配置人数に応じた評価に見直し。

人員配置体制加算の拡充 医療的ケアが必要な者など、重度の障害者に対する体制を整備するため、より手厚く人員を配
置した場合の評価の拡充。

喀痰吸引等実施加算【新設】 登録特定行為事業者の認定特定行為業務従事者が、喀痰吸引等を実施した場合の加算を創設

入浴支援加算【新設】 医療的ケアが必要な者等への入浴支援を提供した場合の加算の創設。

基本報酬の見直し
（主に重症心身障害児者対応の多機能型事
業所）

重症心身障害児者対応の多機能型事業所にも配慮した利用定員規模別の報酬設定を行うため、
５人以下、６～10人以下の区分を創設。

障害者支援施設 夜間看護体制加算の見直し 入所者への医療的ケアの対応状況を踏まえ、看護職員の配置人数に応じた評価に見直し。

通院支援加算【新設】 医療的ケアが必要な者等が医療機関に通院する頻度が高くなっているため、通院に係る支援を
実施した場合の加算を創設。

短期入所 福祉型強化短期入所の類型の追加【新設】 医療的ケア児者の入浴支援等、日中のみの支援ニーズに応えるサービス類型を創設。

医療的ケア対応支援加算及び重度障害児・
障害者対応支援加算の対象の拡充

福祉型短期入所サービスについて、医療的ケア児者を受け入れて対応している場合や、区分
５・６以上を多く受け入れている場合に、医療的ケア対応支援加算及び重度障害児・障害者対
応支援加算の対象とするよう見直し。

医療型短期入所受入前支援加算【新設】 医療型短期入所サービスの利用を希望する医療的ケア児者に対して、利用する前から、事前に
自宅へ訪問し、医療的ケアの手技等を確認した上で、新たに受け入れた場合の加算を創設。

緊急短期入所受入加算の単位数の見直し 短期入所における緊急時の受け入れについて、緊急時の受入体制構築を適切に評価する観点か
ら緊急短期入所受入加算による評価を見直し。

指定申請書類の簡略化 医療型短期入所サービスの指定申請において、介護老人保健施設の指定申請で提出している書
類と同様の内容の書類がある場合、省略可能とするよう見直し。

【見直し後】定員が11人以上20人以下 28単位／日 ×常勤換算員数 等

【見直し後】定員20人以下、従業者1.5:1以上 321単位／日 等

【新設】30単位／日

【新設】80単位／日

【新設】定員５人以下・区分６・所要時間７時間以上８時間未満の場合  1,672単位／日  等

【見直し後】60単位／日＋35単位／日 ×１を超えて配置した人数

【新設】 17単位／日

【新設】福祉型強化特定短期入所サービス費（Ⅱ）（障害児向け）
区分３ 977単位／日 等

医療的ケア対応支援加算 120単位／日、重度障害児・障害者対応支援加算 30単位／日

【新設】 1,000単位／日（１回を限度）

【見直し後】福祉型 270単位／日、医療型 500単位／日
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○ 対象者

○ サービス内容 ○ 主な人員配置

療養介護

○ 事業所数 ○ 利用者数

○ サービス内容 ○ 主な人員配置

■ 病院への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者
① 筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者であって、障害支援区分６の者
②  障害支援区分５以上の者であって、以下のいずれかの要件に該当する者

・ 進行性筋萎縮症患者（筋ジストロフィー患者）又は重症心身障害者
・ 医療的ケアスコアが16点以上の者
・ 医療的ケアスコアが８点以上であって、強度行動障害のある者又は遷延性意識障害者

③ ①及び②に準ずる者として、療養介護が必要であると市町村が認めた者

■ 平成24年３月31日において現に重症心身障害児施設又は指定医療機関に入院している者であって、平成24年４月1日以降療養介護を利用する者

■ 病院への長期入院による医学的管理の下、主として昼間において、食事や入浴、排せつ等の介
護や、日常生活上の相談支援等を提供

■ 利用者の障害程度に応じて、相応しいサービスの提供体制が確保されるよう、事業者ごとの利用
者の平均障害支援区分に応じた人員配置の基準を設け、これに応じた報酬単価を設定

■ サービス管理責任者

■ 生活支援員 等 ４：１～２：１以上

○ 報酬単価（令和６年４月～）
■ 基本報酬（利用定員・配置人員等に応じた単位の設定）※医療に要する費用及び食費等については医療保険より給付。

366単位～ 974単位

■ 主な加算
地域移行加算（500単位／回）
→ 利用者の退院後の生活についての相談援助を行う場合、退院後３０日以内に当該利用者の居宅にて相談援助を行う場合、それぞれ、

入院中２回・退院後１回を限度に算定

（国保連令和 年 月実績）6 9260 （国保連令和 年 月実績）6 921,162 4



○ 対象者
生活介護

○ 事業所数 ○ 利用者数

■ 地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者
① 障害支援区分が区分３(障害者支援施設等に入所する場合は区分４)以上である者

② 年齢が５０歳以上の場合は、障害支援区分が区分２(障害者支援施設等に入所する場合は区分３)以上である者

■ 主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の
介護や、日常生活上の支援、生産活動の機会等の提供

○ サービス内容
利用者の障害程度に応じて、相応しいサービスの提供体制が確保され

るよう、利用者の平均障害支援区分等に応じた人員配置の基準を設定
■ サービス管理責任者
■ 生活支援員等 ６：１～３：１

○ 主な人員配置

○ 報酬単価（令和６年４月～）
■ 基本報酬

基本単位数は、利用定員、障害支援区分及びサービス提供時間別に所定単位数を算定
※利用定員21人以上30人以下の場合

■ 主な加算
人員配置体制加算（33～321単位／日）
→ 直接処遇職員を加配(1.5:1～2.5:1)した

事業所に加算
※ 指定生活介護事業所は区分５・６・準ずる者が
一定の割合を満たす必要

常勤看護職員等配置加算（6～32単位／日）
→ 事業所の利用定員に応じ、常勤換算方法で

配置した看護職員数に応じて、利用者全員に加算

延長支援加算
→ 9時間以上のサービス提供を評価
・所要時間 9時間以上10時間未満 100単位／日
・所要時間10時間以上11時間未満 200単位／日
・所要時間11時間以上12時間未満 300単位／日
・所要時間12時間以上           400単位／日

サービス提供時間
障害支援区分

区分6 区分5 区分4 区分3 区分2以下

３時間未満 449単位 333単位 228単位 204単位 185単位

３時間以上～４時間未満 575単位 427単位 293単位 262単位 236単位

４時間以上～５時間未満 690単位 512単位 351単位 313単位 284単位

５時間以上～６時間未満 805単位 597単位 409単位 366単位 332単位

６時間以上～７時間未満 1,120単位 833単位 570単位 510単位 463単位

７時間以上～８時間未満 1,150単位 854単位 584単位 523単位 475単位

８時間以上～９時間未満 1,211単位 915単位 646単位 584単位 536単位

福祉専門職員配置等加算（Ⅲ） 
６単位/日

常勤職員が多く配置されていること
や、常勤職員の勤続年数が長いこ
とを適切に評価するため、福祉専
門職員配置等加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）
と福祉専門職員配置等加算（Ⅲ）
とを併給可とする。

（国保連令和 年 月実績）6 912,944 （国保連令和 年 月実績）6 9305,370 5



○ 対象者
施設入所支援

○ 事業所数 ○ 利用者数

■ 基本報酬
基本単位数は、事業者ごとに、利用定員及び障害支援区分に応じ所定単位数を算定
■ 定員４０人以下の場合  （区分６）  （区分５） （区分４）   （区分３） （区分２以下）※未判定の者を含む

  463単位   392単位 316単位    239単位 174単位

■ 主な加算
重度障害者支援加算
(Ⅰ) 特別な医療を受けている利用者[２８単位] 
→ 区分６であって、次に該当する者が２人以上の場合は更に22単位
 ①気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理が必要な者
 ②重症心身障害者

(Ⅱ) 強度行動障害者に対する支援
→ 区分６以上行動関連項目10点以上[360単位] ※中核的人材の配置・18点以上＋150単位

(Ⅱ) 強度行動障害者に対する支援
→ 区分４以上行動関連項目10点以上[180単位] ※中核的人材の配置・18点以上＋150単位

夜勤職員配置体制加算
夜勤職員の勤務体制を手厚くしている場合
・ 利用定員が21人以上40人以下の場合［６０単位］
・ 利用定員が41人以上60人以下の場合［４８単位］
・ 利用定員が61人以上の場合［３９単位］

※見守り機器を入所者の15％以上設置している場合、夜勤配置の緩和が可能
・ 利用定員が21人以上40人以下の場合 夜勤1.9人以上
・ 利用定員が41人以上60人以下の場合 夜勤2.9人以上
・ 利用定員が61人以上の場合 夜勤3人＋0.9人(40の端数ごと)

○ サービス内容 ○ 主な人員配置

■ 夜間において、介護が必要な者、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められるもの又は通所が困
難である自立訓練又は就労移行支援等の利用者
① 生活介護利用者のうち、区分４以上の者（５０歳以上の場合は、区分３以上）
② 自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型の利用者のうち、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められ

る者又は通所によって訓棟を受けることが困難な者
③ 特定旧法指定施設に入所していた者であって継続して入所している者又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得

ない事情により通所によって介護等を受けることが困難な者のうち、①又は②に該当しない者若しくは就労継続支援Ａ型を利用する者

■ 夜間における入浴、排せつ等の介護や日常生活上の相談支援等
を実施

■ 生活介護の利用者は、利用期間の制限なし
 自立訓練及び就労移行支援の利用者は、当該サービスの利用期

間に限定

■ サービス管理責任者
■ 休日等の職員配置

 → 利用者の状況に応じ、必要な支援を行うための勤務体制を確保
■ 生活支援員 利用者数 60人以下の場合、1人以上

○ 報酬単価（令和６年４月～）

（国保連令和 年 月実績）6 92,525 （国保連令和 年 月実績）6 9122,258 6



○ 対象者

○ 利用者数

短期入所

○ 事業所数

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設等への短期間の入所が必要な者
■ 福祉型（障害者支援施設等において実施可能）

   ・ 障害支援区分１以上である障害者又は障害児の障害の程度に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分１以上に該当する障害児
■ 福祉型強化（障害者支援施設等において実施可能）（※）

※ 看護職員を常勤で１人以上配置
 ・ 厚生労働大臣が定める状態に該当する医療的ケアが必要な障害者及び障害児

■ 医療型（病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院において実施可能）（※）
※ 病院、診療所については、法人格を有さない医療機関を含む。また、宿泊を伴わない場合は無床診療所も実施可能

 ・ 遷延性意識障害児・者、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者及び重症心身障害児・者等

○ サービス内容 ○ 主な人員配置
■ 当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事の介護

 その他の必要な支援
■ 本体施設の利用者とみなした上で、本体施設として必要とされる以上

の職員を配置し、これに応じた報酬単価を設定

■ 併設型・空床型 本体施設の配置基準に準じる
■ 単独型 当該利用日の利用者数に対し６人につき１人

○ 報酬単価（令和６年４月～）
■ 基本報酬
福祉型短期入所サービス費
(Ⅰ)・（Ⅲ）（宿泊を伴う場合）
（Ⅱ）・(Ⅳ)（宿泊のみの場合）
→ 障害者(児)について、障害支
援区分に応じた単位の設定

  173単位～923単位

福祉型強化短期入所サービス
費(Ⅰ)～(Ⅳ) 、福祉型強化特定
短期入所サービス費(Ⅰ）・(Ⅱ）
→ 看護職員を配置し、医療的
ケアが必要な障害者(児)に対し、
支援を行う場合

412単位～1,164単位

医療型短期入所サービス費
(Ⅰ)～(Ⅲ)(宿泊を伴う場合)
→ 区分６の気管切開を伴う人
工呼吸器 による呼吸管理を行っ
ている者、重症心身障害児・者
等に対し、支援を行う場合

  1,826単位～3,117単位

医療型特定短期入所サービス費
(Ⅰ)～(Ⅲ)(宿泊を伴わない場合)
(Ⅳ)～(Ⅵ)(宿泊のみの場合)
→ 左記と同様の対象者に対し支
援を行う場合

1,328単位～2,938単位

■ 主な加算
単独型加算（320単位）
→ 併設型・空床型ではない指定短期入所事
業所にて、指定短期入所を行った場合

緊急短期入所受入加算（福祉型270単位、医療型500単位）
→ 緊急時の受入れを行った場合
定員超過特例加算（50単位）
→ 緊急時に定員を超えて受入を行った場合（10日限度で算定）

特別重度支援加算
（610単位／297単位／120単位）
→ 医療ニーズの高い障害児・者に対
しサービスを提供した場合

（うち福祉型強化： 医療型： ）6,506 476 384 （国保連令和 年 月実績）6 962,866 7



生活介護における支援の実態に応じた報酬の見直し
① 基本報酬区分の見直し（サービス提供時間ごとの基本報酬の設定・福祉専門職員配置等加算の算定方法の見直し）
○ 基本報酬は営業時間で設定されているが、利用者ごとのサービス提供の実態に応じた報酬体系とするため、基本報酬の設定については、障害支援区分ごと及び

利用定員規模に加え、サービス提供時間別に細やかに設定する。
○ サービス提供時間については、以下のとおり一定の配慮を設けるとともに、従業員の配置員数を算出する際に必要な前年度の平均利用者数の算出については、

サービス提供時間を考慮する。（５時間以上７時間未満の利用者は、１日0.75人として計算し、５時間未満の利用者は１日0.5人と計算する。例えば、短時間の利
用者を午前・午後に分けて受け入れることも可能。）

③ 延長支援加算の拡充
○ 延長支援加算については、生活介護の基本報酬をサービス提供時間で８時間以上９時間未満まで設定することから、９時間以上の支援を評価する。

※ 施設入所者については、延長支援加算は算定できない。

※利用定員21人以上30人以下の場合

② 基本報酬区分の見直し（利用定員規模ごとの基本報酬の設定）
○ 利用者数の変動に対して柔軟に対応しやすくすることで、小規模事業所の運営をしやすくするとともに、障害者支援施設からの地域移行を促進するため、障害者支

援施設と同様、利用定員ごとの基本報酬を10人ごとに設定する。あわせて、重症心身障害児者対応の多機能型事業所にも配慮した利用定員規模別の基本報酬を設
定する。

福祉専門職員配置等加算（Ⅲ） 
６単位/日

常勤職員が多く配置されている
ことや、常勤職員の勤続年数が
長いことを適切に評価するため、
福祉専門職員配置等加算（Ⅰ）
又は（Ⅱ）と福祉専門職員配置
等加算（Ⅲ）とを併給可とする。

サービス提供時間 障害支援区分
区分6 区分5 区分4 区分3 区分2以下

3時間未満 449単位 333単位 228単位 204単位 185単位
３時間以上～４時間未満 575単位 427単位 293単位 262単位 236単位
４時間以上～５時間未満 690単位 512単位 351単位 313単位 284単位
５時間以上～６時間未満 805単位 597単位 409単位 366単位 332単位
６時間以上～７時間未満 1,120単位 833単位 570単位 510単位 463単位
７時間以上～８時間未満 1,150単位 854単位 584単位 523単位 475単位
８時間以上～９時間未満 1,211単位 915単位 646単位 584単位 536単位

④ 食事提供加算の見直し
○ 通所系サービスにおける食事提供加算について栄養面を評価しつつ経過措置を延長【令和9年3月31日まで延長】
【現行】収入が一定額以下の利用者に対して、事業原則として当該施設内の調理室を使用して、食事の提供を行った場合に所定単位数を加算する
【見直し後】現行の要件に加え、①管理栄養士等が献立作成に関与または献立の確認を行い、②利用者ごとの摂食量の記録、③利用者ごとの体重の記録を行った場合に、

所定単位数を加算する

＜一定の配慮の具体的な内容＞
① 当日の道路状況や天候、本人の心身の状況などにより、その日の所要時間が、計画に位置づけられた標準的な時間よりも短くなった場合には、計画の時間に基づき算定可能。
② 送迎に要する時間が往復３時間以上となる場合は、１日１時間を計画に位置付ける標準的な時間として加えることが可能。
③ 医療的ケアが必要な者や重症心身障害、盲ろう者など、障害特性等に起因するやむを得ない理由により、利用時間が短時間（６時間未満）にならざるを得ない利用者については、

日々のサービス利用前の受け入れのための準備などに長時間を要すると見込まれることから、１日２時間以内を限度に計画に位置付ける標準的な時間として加えることが可能。
④ 送迎時に実施した居宅内での介助等（着替え、ベッド・車椅子への移乗、戸締り等）の時間を、１日１時間以内を限度に計画に位置付ける標準的な時間として加えることが可能。
⑤ 実際の所要時間が、計画に位置づけられた標準的な時間よりも長い時間に及ぶ場合には、実際に要した時間に応じた報酬単価を算定可能。

例）所要時間９時間以上10時間未満の場合 100単位／日
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障害者支援施設における地域移行を推進するための取組

① 運営基準の見直し（地域移行及び施設外の日中サービス利用の意向を確認）

② 基本報酬の見直し

○ 障害者支援施設から地域生活への移行を推進するため、運営基準の見直しや、報酬の見直し・拡充を行う。

〇 すべての施設入所者に対して、地域生活への移行に関する意向や施設外の日中活動系サービスの利用の意向について確認し、本人の希望に応じた
サービス利用になるようにしなければならないことを規定。

〇 また、以下の①、②の体制の整備を令和６年度から努力義務化。令和８年度から義務化するとともに、未対応の場合は減算の対象とする。
①地域移行及び施設外の日中サービスの意向確認を行う担当者を選任すること
②意向確認の記録や意向を踏まえた個別支援計画を作成することなど、意向確認のマニュアルを作成していること

【新設】
地域移行等意向確認体制未整備減算５単位／日

〇 利用定員の変更をしやすくするため、基本報酬の利用定員ごとの報酬設定を、10人ごとに設定。

〇 地域移行に向けた動機付け支援として、グループホーム等の見学や食事利用、地域活動への参加等を行った場合の評価の拡充。
 

〇 前年度において障害者支援施設から地域へ移行し、６か月以上地域での生活が継続している者が１名以上いる場合かつ入所定員を１名以上減らし
た実績を評価する加算を創設。

〇 送迎加算について、障害者支援施設と隣接していない日中活動系の事業所への送迎した場合には、施設入所者を加算の対象とするよう見直し。

利用定員 区分6 区分5 区分4 区分3 区分2以下

40人以下 459単位 387単位 312単位 236単位 171単位

41人以上
60人以下 360単位 301単位 239単位 188単位 149単位

61人以上
80人以下 299単位 251単位 201単位 165単位 135単位

81人以上 273単位 226単位 181単位 149単位 128単位

利用定員 区分６ 区分５ 区分４ 区分３ 区分２以下
40人以下 463単位 392単位 316単位 239単位 174単位
41人以上
50人以下 362単位 303単位 240単位 189単位 150単位

51人以上
60人以下 355単位 297単位 235単位 185単位 147単位

61人以上
70人以下 301単位 252単位 202単位 166単位 137単位

71人以上
80人以下 295単位 247単位 198単位 163単位 133単位

81人以上 273単位 225単位 181単位 150単位 129単位

【現行】 【見直し後】

【新設】地域移行促進加算（Ⅱ） 60単位／日

【新設】地域移行支援体制加算 例：利用定員が41人以上50人以下、区分６の場合 ９単位／日

③ 地域生活への移行を推進するための評価の拡充

9



地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定の仕組み

スキーム

市町村
（計画策定・支給決定）

都道府県
（指定）

事業者
（新規・既存）

予
め
通
知
の
求
め

③
意
見
の
申
し
出

①
指
定
・
更
新
申
請

②
申
請
の
通
知

④
条
件
を
付
し
た

指
定
が
可
能

制度概要

〇 市町村が障害福祉計画等で地域のニーズを把握し、必要なサービスの提供体制の確保を図る一方で、事業者の指定は 都道府県が行うため、地域の
ニーズ等に応じたサービス事業者の整備に課題があるとの指摘があった。

〇 この指摘を踏まえ、市町村が障害福祉計画等で地域のニーズを把握し、必要なサービスの提供体制の確保を図れるよう、令和６年４月から、
・市町村は、都道府県の事業所指定について、障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ること
・都道府県は、その意見を勘案して指定に際し必要な条件を付し、条件に反した事業者に対して勧告及び指定取消しを行うこと
をできることとした。

制度の活用について
〇 都道府県においては、管内市町村に対して、本制度の周知を図り、通知の求めを行うかの検討を促すとともに、
各市町村に通知を求めるかの照会を行い、制度の運用を図っていただきたい。

〇 指定都市及び中核市においても、市町村障害福祉計画との調整を図る見地から、事業所の指定にあたって、当該
事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付すことができることとしたため、制度の活用を検討い
ただきたい。

〇 なお、この仕組みの運用に当たっては、以下の点に留意いただきたい。
・ 制度の目的が、地域における障害福祉サービス等のニーズを踏まえた必要なサービス提供体制の確保であること
・ 市町村の意見や都道府県が付することのできる条件の内容は、障害福祉計画又は障害児福祉計画に記載された
ニーズに基づき検討されるべきものであること

⑴ 市町村が計画に記載した障害福祉サービスのニーズを踏まえ、事業者のサービス提供地域や定員の変更
（制限や追加）を求めること

 ⑵ 市町村の計画に中重度の障害児者や、ある障害種別の受入体制が不足している旨の記載がある場合に、事
業者職員の研修参加や人材確保等、その障害者の受入に向けた準備を進めること

 ⑶ サービスが不足している近隣の市町村の障害児者に対してもサービスを提供すること
 ⑷ 計画に地域の事業者が連携した体制構築に関する記載がある場合、事業者のネットワークや協議会に、事

業者が連携・協力又は参加すること

想定される条件（例）

※このほか、今年度中に、市町村が申し出る意見や都道府県が付する条件について具体例等をお示しする予定。
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第三十六条 （略）
６ 関係市町村長は、①主務省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定について、

当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長にその旨を通知するよう求めることができる。この場合において、当該都道府
県知事は、その求めに応じなければならない。

７ 関係市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、②主務省令で定めるところにより、第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者
の指定に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画との調整を図る見地からの意見を申し
出ることができる。

８ 都道府県知事は、前項の意見を勘案し、第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確
保するために必要と認める条件を付することができる。

地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定の仕組みの具体的内容

⑴市町村長は通知を求める際は、以下の事項を都道府県知事に伝達するものとする。
・ 通知の対象となる障害福祉サービスの種類（※指定一般相談支援事業者を対象とする場合はその旨）
・ 通知の対象となる区域及び期間
・ その他当該通知を行うために必要な事項

⑵市町村長は⑴の伝達をしたときは、公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他の適
切な方法により周知するものとする。

⑶都道府県知事は以下の事項について市町村長に通知を行うものとする。
・ 事業所の名称及び所在地
・ 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
・ 当該申請に係る事業の開始の予定年月日（更新の場合には更新の予定年月日）
・ 利用者の推定数

（※利用者の推定数が、指定に係る申請書・提出書類の記載事項になっている障害福祉サービス等に限る。）
・ 運営規程（事業の目的及び運営の方針、従業者の職種、員数及び職務の内容、営業日及び営業

時間、利用時間並びに通常の事業の実施地域に係る部分に限る。）

※  指定一般相談支援事業者の指定を行う場合にもこれらの規定が準用される

※ 第６項から第８項までを新設
改正後の障害者総合支援法の条文

①通知の求めの具体的内容

市町村長は、指定障害福祉サービス事業
者の指定に関し、市町村障害福祉計画との
調整を図る見地からの意見を申し出ようと
するときは、以下の事項を記載した書類を
都道府県知事に提出するものとする。
⑴ 意見の対象となる障害福祉サービスの

種類（※指定一般相談支援事業者を対象とする場
合はその旨）

⑵ 都道府県知事が指定又はその更新を行
うに当たって条件を付することを求める
旨及びその理由

⑶ 条件の内容
⑷ その他必要な事項

②意見の申出の具体的内容

※児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者の
指定についても同様。 11
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